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北海道 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2
②の補足：併せて申立
書を受理している。

1 1
すべて
公表

2 2 1
すべて
公表

1 1 3 2
すべて
公表

札幌市 1 1 1 1 3 2 3

新規講習会修了
証又は更新講習
会修了証のどち
らでも可。
ただし、個人事
業者がその法人
の代表者となる
場合に限る。

2 1 3 2 4

許可申請日よりも前に講
習会を受講し、修了試験
に合格したことを証明す
る書類を提出できる場合
又は許可申請日よりも前
に講習会を受講し、合格
証明書が手元にないが、
講習会の受講票はある
場合に限り申請を受理し
ております。

4

許可申請日よりも前に
講習会を受講し、修了
試験に合格したことを
証明する書類を提出
できる場合又は許可
申請日よりも前に講習
会を受講し、合格証明
書が手元にないが、
講習会の受講票はあ
る場合に限り申請を
受理しております。

4

上記１１④及び１
２④のとおり、修
了試験に合格し
たことを証明する
書類又は講習会
の受講票の提出
により申請を受
理した場合は、
速やかに修了証
を提出するよう
指導している。

1
すべて
公表

2 1 1
すべて
公表

1 1 6

法人の代表者若
しくはその業務を
行う役員（監査
役は含まない）
又は北海道内の
事業場の代表者
（政令で定める
使用人を含む）。

1
①の補足：新規5
年、更新2年

すべて
公表

函館市 1 2 1 1 3 2 2 4

新規講習会修了
証，更新講習会
修了証または現
に有する許可の
申請時に添付し
た修了証の写し

1 2 1 1 1 4 事例なし 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

旭川市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 4

従前の許可有効
年月日の翌日の
時点で有効であ
ればよい

1 1 3 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 3 2
すべて
公表

青森県 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 4 2
すべて
公表

青森市 1 3

法人の代表者・役員及
び廃棄物処理法施行
令第6条の10で定める
使用人。監査役が定款
や登記簿によって監査
の範囲を会計に関する
ものに限定されない場
合は、廃棄物処理法上
の役員に該当し監査役
を含む。

1 1 3 2 2 2 1 2 1 4

原則、①の対応をとる。
許可申請時に修了証が
間に合わない場合、②の
対応をとる。

4

原則、①の対応をと
る。許可申請時に修
了証が間に合わない
場合、②の対応をと
る。

3 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 4 2
すべて
公表

八戸市 1 3

法人の代表者・役員及
び令第6条の10で定め
る使用人。（役員につい
ては、監査役を含み、
申請にかかる業務を行
う役員に限る。）

1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 4 2
すべて
公表

岩手県 1 1 1 1 3 2 2 4

直前の許可申請
で添付したもの。
ただし、講習会
修了者が退社等
により不在の場
合は、許可申請
日から５年前ま
での新規講習会
修了証又は同２
年前までの更新
講習会修了証。

1 2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 6

収集運搬事業者
（安全管理責任
者や運行管理責
任者が受講し、
収集運搬作業従
事者に自主教育
する場合は、教
育内容及び実施
時期を記載した
書類を添付する
こと。)

2
すべて
公表

盛岡市 1 1 1 1 3 2 2 4

直前の許可申請
で添付したもの。
ただし講習会修
了者が退社等に
より不在の場合
は次のとおり。①
新規講習者は許
可申請日から起
算して５年前まで
に修了したもの。
②更新講習者は
許可申請日から
起算して２年前
までに修了した
もの。

1 2 1 1 2 4

処分が保留と
なっている事業
者は発生してい
ない。

1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 3

③の補足：③は、
安全管理責任者
や運行管理責任
者が受講し、収
集運搬車両の運
転手等に自主教
育をする場合
は、教育内容及
び実施時期を記
載した書類を添
付することで可と
する。

2
すべて
公表

宮城県 1 1 1 1 3 2 3

原則は新規講習
会修了証が必要
であるが、許可
を有していた個
人が法人化に伴
い新規申請する
法人で取締役で
ある場合は更新
修了証でも可。

4

新規、更新のい
ずれの修了証で
も可。変更許可
申請時に前回許
可時に講習を受
講した役員等が
在籍の場合は、
前回申請時に有
効な修了証で
可。

1 3 1 1 3 1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

仙台市 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 4

原則、修了証がない
場合は申請を受理し
ないこととしているが、
令和2年4月27日付
「新型コロナウイルス
感染症の感染拡大を
受けた更新許可事務
における対応につい
て（通知）」を参考に対
応する。

1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

秋田県 非公表 1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 4 2
すべて
公表

秋田市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 4

通常は①で対応して
いるが、新型コロナウ
イルス感染症の感染
拡大が懸念される間
は、③で対応している

1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 6

安全管理責任
者、運行管理責
任者、収集運搬
車両の運転手等
のいずれか

2
すべて
公表

山形県 1 1 1 1 3 2 2 2 3  個別に判断 2 1 2

新型コロナの対応では誓
約書添付により許可処分
を行っている。（他県等で
既に許可を受けている場
合に限る。）

2

②の補足：新型コロナ
の対応では誓約書添
付により許可処分を
行っている。

1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 3 2
すべて
公表

山形市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 3 2
すべて
公表

福島県 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1
すべて
公表

2 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

福島市 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2

②の補足：受講予定
が確認できる書類の
他に、前回申請時に
添付した講習会修了
証の写しと誓約書も併
せて提出させる。

1 1
すべて
公表

2 2 2
すべて
公表

1 1 3 2
すべて
公表

郡山市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

いわき市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4

許可更新時まで
に新規又は更新
講習会を受講し
修了することを
指導

1 4

Webマイページ確認画面
の写し（合格）で受付可
能。その後修了証の写し
の提出を受けてから申請
に対する処分を行う。

2 4

本市において
は、処分が保留
となっている申
請者はいない。

1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 3 2
すべて
公表

茨城県 1 1 1 1 3 2 3

更新講習会修了
証の場合には、
現在所持してい
る個人事業者の
許可証の写しを
求める

4

新規講習会修了
証、更新講習会
修了証又は直前
の許可（更新）申
請時に有効で
あった修了証

1 4

事業者から連
絡・相談を受け
た場合は①と回
答。それ以外は
③となる。

1 2 3 1 4
11件以上（約15
件）

すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

水戸市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4
保留となってい
る事業者は，い
ない。

1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

栃木県 1 1 1 1 3 2 2 4

直前の新規又は
更新許可申請の
際に添付した修
了証の写し

3

当該修了者が各
法人の許可業務
を指導監督でき
る状態にあるか
を判断

2 1 1 4

後日修了証を提出す
る旨の確約書の提出
をもって受け付ける。
許可は修了証の追加
提出後となる。

4

講習会を受講
し、修了証を取
得した後に追加
提出するよう指
導している。

2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

宇都宮市 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表
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群馬県 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 3 1 4
11件以上　（約
20　件）

すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 6

PCB廃棄物の収
集運搬に直接従
事する者の受講
を指導している。
また、直接従事
者以外の管理責
任者にも受講を
勧めている。

2
すべて
公表

前橋市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 2 1 2
すべて
公表

高崎市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 4 2
すべて
公表

埼玉県 1 3

法人の代表者・役員
（監査役は含まない）及
び廃棄物処理法施行
令第6条の10で定める
使用人においては業を
行おうとする区域に存
在する事業場（当該区
域外に存在する事業場
にあっては、当該区域
の業に係る契約を締結
する権限を有する者を
置く事業場に限る）の代
表者

1 3

更新許可申請に
あっては２年間
有効としている、
変更許可申請に
あっては５年間
有効とする。

3 3

新規講習会修了
証の場合、修了
証のみ必要。
更新講習会修了
証の場合、修了
証及び他の行政
機関の許可証の
写しが必要。

3

個人の事業者が
法人の代表者と
なる場合、更新
講習会修了証で
申請可能。
それ以外の場
合、新規講習会
修了が必要。

2 1 2 1 4

コロナ禍で講習会が制限
されている状況下では受
講者のマイページ画面の
印刷物や受講票等の講
習会の合格又は受講予
定が確認できる書類があ
れば申請を受理し、その
後、修了証の写しの提出
を受けてから申請に対す
る処分を行う。
平時では修了証がない
場合は申請を受理しな
い。

4

コロナ禍で講習会が
制限されている状況
下では受講票等の講
習会の受講予定が確
認できる書類等があ
れば申請を受理し、そ
の後、修了証の写しの
提出を受けてから申
請に対する処分を行
う。
平時では修了証がな
い場合は申請を受理
しない。

1 4
11件以上　（約
20　件）

すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

さいたま市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

川越市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 4

修了証がない場合は、申
請を受理しないことを原
則としているが、新型コロ
ナウイルスによる影響を
考慮し、受講予定が決
まっていなくても誓約書
等があれば申請を受理
し、その後、修了証の写
しの提出を受けてから申
請に対する処分を行う。

4

修了証がない場合
は、申請を受理しない
ことを原則としている
が、新型コロナウイル
スによる影響を考慮
し、受講予定が決まっ
ていなくても誓約書等
があれば申請を受理
し、その後、修了証の
写しの提出を受けて
から申請に対する処
分を行う。

1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

越谷市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 2 2 2
すべて
公表

川口市 1 3

法人の代表者・役員及
び廃棄物処理法施行
令第６条の１０で定める
使用人（監査役は実質
支配力を有するか否か
を個別に判断する）。

1 1 3 2 3

個人の事業者が
当該法人の代表
者である場合の
み、更新講習会
修了証で可とす
る。

2 1 2 2 2 2 1 2
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

千葉県 1 2 1 1 3 2 3
処分業は①，収
集運搬業は②

4

直前の新規また
は更新許可にお
いて有効であっ
た修了証

1 4
処分業は②，収
集運搬業は③

4
処分業は②，収
集運搬業は①

3 3 1 4
11件以上　（約
１１　件）

すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 3

特別管理産業廃棄物
収集運搬業許可申請
の際には，「新規講習
会または更新講習会」
の修了証の写しのみ
添付を求めている。許
可申請書の提出と同
時もしくは事前に提出
を求めているＰＣＢ事
前計画書において「Ｐ
ＣＢ講習会」の修了証
の写しの添付を求めて
いる。

1 2 2
すべて
公表

千葉市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 4

修了できなかった場
合、申請を取り下げる
旨の誓約書を提出さ
せる

4

修了できなかっ
た場合、申請を
取り下げる旨の
誓約書を提出さ
せる

1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

船橋市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 4 事例なし 4 事例なし 4 事例なし 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

柏市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1
すべて
公表

2 1 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

東京都 1 1 1 1 3 2

前回申請時に添
付した講習会修
了証があればよ
い。

3 4

従前の許可（新
規又は更新）を
受けた際の上記
②の講習会修了
者が、現在も引
き続き役員等（監
査役及び社外取
締役を除く。）で
あればよい。

1 3 4

従前の許可の有
効許可年月日の
翌日に有効なも
のであればよい

3

③の補足：③はコロナ対
応。通常は②に加え、申
請時に誓約書の提出も
必要。

3

③の補足：③はコロナ
対応。通常は②に加
え、申請時に誓約書
の提出も必要。

1 4
11件以上　（約１
１～５０件）

すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

八王子市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

神奈川県 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 4

原則は②であるが、許
可期限間際の更新許
可申請で受講申し込
みができない場合は
誓約書の提出で申請
を受理し、その後修了
証の写しの提出を受
けてから申請に対す
る処分を行う。

1 4
11件以上　（約
14　件）

すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

横浜市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2
すべて
公表

2 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

川崎市 1 3

代表者若しくはその業
務を行う役員、又は川
崎市内を事業活動の範
囲とする事業場の代表
者

1 1 3 2 2 2 1 4

速やかに新規講
習会又は更新講
習会のどちらか
を修了すること
が望ましい旨を
説明する

4

従前の許可期限
日の翌日が修了
証の有効期間内
であればよい

4

受講者のマイページ画面
の印刷物や受講票等の
講習会の合格又は受講
予定が確認できる書類が
あれば、その提出を以て
申請に対する処分を行
い、その後、修了証の写
しの提出を受けることとし
ている。

4

①の考え方を基本とし
ているが、現在は新型
コロナウイルス感染症
対策における講習会
の中止等に伴い、修
了証が手に入り次第、
提出することを誓約し
た書類を申請書に添
付することをもって、み
なし許可としている

1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 6
教育の講師を
行っているもの

2
すべて
公表

横須賀市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4
処分が保留と
なっている申請
者はいない。

1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

相模原市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

2 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

新潟県 1 1 1 3
更新は2年。変更
許可申請の場合
は5年。

3 2 2 2 1 3 2 1 4

当面の間、県で定め
る「誓約書」があれば
申請を受理することと
し、修了証の提出を受
けてから申請に対す
る処分を行っている。

1 2
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

新潟市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4

更新許可申請ま
でに新規講習会
又は更新講習会
のどちらかを修
了することを指
導。

2 2 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

富山県 1 1 1 1 4

「過去に新規講
習会を修了した
実績を示す書
類」は必要として
いないが、新規
講習会修了実績
が必要と考え
る。

2 2 4

直近の新規、ま
たは更新許可申
請時に有効な修
了証が必要

1 4

速やかに講習会
を受講し修了す
ることを指導。講
習会修了証の取
扱いは、質問４
に同じ。

1 1 4

令和４年度はコロナ禍
のため②としていた
が、令和５年度は①と
する。

4

令和４年度はコ
ロナ禍のため①
としていたが、令
和５年度は修了
証がない場合は
受理しない。

1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 6

高濃度ＰＣＢに
係る収集運搬車
両の運転手等
（全員）　※「運転
者等」とは、運転
手又は運転手以
外の作業従事者

2
すべて
公表

富山市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6

PCB廃棄物の収
集運搬等に直接
従事する者のい
ずれかについ
て、PCB講習会
修了証の写しを
提出することとし
ているが、その
対象は限定して
いない。

2
すべて
公表

石川県 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 4

修了証がない場
合は申請を受理
しないため事例
なし。

1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 3

③の補足：講習
会修了者による
自主教育を実施
している場合は
不要
（高濃度ＰＣＢ廃
棄物を収集・運
搬する場合は必
要）

2
すべて
公表
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都道府県名 質問1
質問1②
の場合

質問2
質問2③
の場合

質問3
（新
規）

質問3
（更
新）

質問3③
の場合

質問4
質問4④
の場合

質問5
質問5③
の場合

質問6
質問6③
の場合

質問7
質問7④
の場合

質問8
質問8③
の場合

質問9
質問9④
の場合

質問
10

質問10④
の場合

質問
11

質問11④
の場合

質問
12

質問12④
の場合

質問
13

質問13④
の場合

質問
14

質問14④
の場合

質問
15

質問
16

質問16③
の場合

質問
17

質問17
③の場

合

質問
18

質問
19

質問
20

質問
21

質問21③
の場合

質問22⑥
の場合

質問
23

質問23③
の場合

質問
24

質問22

金沢市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2

②の補足：受講票の
みでの受付も可能とし
ているが、この場合、
修了試験が不合格で
あれば不許可処分と
なる旨、申請者の了
承を得ている。

1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

福井県 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 4

修了証がない場合は不
許可にする。
ただし、他県で現に処理
業を行っている場合は、
申立書の提出をもって申
請を受理する。

4

修了証がない場合は
不許可にする。
ただし、他県で現に処
理業を行っている場合
は、申立書の提出を
もって申請を受理す
る。

1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

福井市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 4

修了証を添付するよう、
指導を行う。修了証の写
しの提出をうけてから申
請に対する処分を行う。

3 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

山梨県 1 1 1 1 3 2 3

原則として①。例
外として、個人の
事業者で許可を
取得していた者
が、過去に新規
講習会修了証を
取得し、その後
更新講習会修了
証を継続してい
た履歴が確認で
きる場合は、更
新講習会修了証
も認める。

4

新規講習会及び
更新講習会修了
証どちらでも可で
あり、いずれの
講習会修了証に
も有効期限は設
けていない。

1 3 1 4

通常であれば②だが、現
在は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大に
より、講習会を受講でき
ない事業者がいることを
考慮し、③により運用し
ている。

4

通常であれば②だ
が、現在は、新型コロ
ナウイルス感染症の
感染拡大により、講習
会を受講できない事
業者がいることを考慮
し、③により運用して
いる。

1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

甲府市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

長野県 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 4
11件以上　（約20
件）

すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6
PCBの収集運搬
業務に直接従事
する者

2
すべて
公表

長野市 1 2 1 1 3 2 1 4

直近の新規又は
更新許可時に添
付した修了証の
写し、又は直近
に受講した講習
会修了証の写し
を添付

1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

松本市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

岐阜県 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4
従前の許可有効
年月日の翌日ま
であればよい。

2 3 1 3
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

岐阜市 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 事例なし 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 3

・新規申請時は「新規
講習会又は更新講習
会」修了証と安全管理
責任者及び運行管理
責任者の「PCB講習
会」修了証の両方が必
要
・更新申請時は「新規
講習会又は更新講習
会」修了証と安全管理
責任者・運行管理責任
者が変更した場合、そ
の者の「PCB講習会」
修了証が必要

1 2 2
すべて
公表

静岡県 1 1 1 1 3 2 2 4

修了者が引き続
き在籍している
場合、修了時期
を問わずに有
効。在籍してい
ない場合はNo.3
と同様の取り扱
いとする。

1 2 2 1 1 4

当県では、修了
証がない場合に
は申請を受け付
けないため、修
了証の添付がな
いために許可の
申請に対する処
分が保留となる
状況は発生しな
い。

1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 4 2
すべて
公表

静岡市 1 3
①のほか、業を行おう
とする区域に存する事
業場の代表者

1 1 3 2 3

原則新規講習会
修了証が必要だ
が、講習会の修
了者が法人化す
る前と同一であ
るときは更新講
習会修了証も可

4

直近の新規・更
新許可時に有効
として取り扱った
講習会修了証に
ついて、当該修
了者が引き続い
て在籍している
場合には、当該
修了証の添付で
足りる。

1 2 2 3 3 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 3 2
すべて
公表

浜松市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4

講習会修了者が
１人もいなくなる
場合は②、そう
でなければ③

1 3 3 1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 4 2
すべて
公表

愛知県 1 3

法人の代表者・役員及
び廃棄物処理法施行
令第6条の10で定める
使用人
（監査役は含まない）た
だし、」使用人の場合は
愛知県での産業廃棄物
処理業の契約権限を有
すること。

1 3

5年
ただし、許可期
限から遡って5年
以内に修了した
もの。

3 2 3

新規講習会修了
証または更新講
習会修了証のど
ちらでも可
ただし、更新講
習会修了証は個
人事業主が法人
の代表者となっ
た場合のみ。

4

直前の許可申請
時に添付した修
了証または直前
の許可申請後に
修了した新規ま
たは更新講習会
修了証が必要。

1 2 4

講習会修了者が
不在となる期間
がなくなるような
指導は行うが、
追加で修了証を
提出させる対応
はとっていない。

1 3 1 4
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 3 2
すべて
公表

名古屋市 1 1 1 2 3 3

新規講習会修了
証または更新講
習会修了証と他
の行政機関の許
可証の写し

2 2 1 2 2 4

修了証又はWebマイペー
ジの確認画面の写しがな
い場合は申請を受理しな
い。ただし、事情によって
は誓約書等で申請を受
理し、その後、修了証の
写しの提出を受けてから
申請に対する処分を行
う。

4

修了証又はWebマイ
ページの確認画面の
写しがない場合は申
請を受理しない。ただ
し、事情によっては誓
約書等で申請を受理
し、その後、修了証の
写しの提出を受けて
から申請に対する処
分を行う。

1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 3 2
すべて
公表

豊田市 1 1 1 2 3 2 2 2 3
個別に判断す
る。

2 4

従前の許可有効
年月日の翌日に
有効であればよ
い。

2 2 1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 3 2
すべて
公表

豊橋市 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 4

受講票の写し及び誓約
書（不合格の場合は取り
下げ）を提出することで
申請を受理し、その後申
請に対する処分を行う。

4

受講票の写し及び誓
約書（不合格の場合
は取り下げ）を提出す
ることで申請を受理
し、その後申請に対す
る処分を行う。

4

そのような事例
は無いが、講習
会を受講するよ
う指導する予定
である。

1
すべて
公表

2 2 1
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

岡崎市 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 4

講習会修了者が
不在となる期間
がないよう指導
を行う。

4

新型コロナウイルスの感
染拡大を受け、暫定的な
措置として、受講予定が
決まっていなくても誓約
書等があれば申請を受
理し、速やかな受講を求
めている。

4

新型コロナウイルスの
感染拡大を受け、暫
定的な措置として、受
講予定が決まってい
なくても誓約書等があ
れば申請を受理し、速
やかな受講を求めて
いる。

1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 1 1 2 3 2
すべて
公表

一宮市 1 3

法人の代表者・役員及
び廃棄物処理法施行
令第６条の10で定める
使用人（監査役は含ま
ない）
ただし、使用人の場合
は一宮市における処理
業に係る契約を締結す
る権限を有すること

1 3

５年　ただし、許
可期限から遡っ
て5年以内に修
了したもの

3 2 3

新規講習会修了
証または更新講
習会修了証のど
ちらでも可
ただし、更新講
習会修了証は、
個人事業者が法
人の代表者に
なった場合のみ

4

直前の許可申請
時に添付した修
了証または直前
の許可申請後に
修了した新規許
可または更新許
可の修了証が必
要。

1 2 4

講習会修了者が
不在となる期間
がなくなるような
指導を行うが、
申請において修
了証を追加させ
る等の対応は
取っていない。

1 4

許可期限までに、受験
票等の講習会を受け
ることを確認できる書
類と誓約書を受理し、
その後、修了証の写し
の提出を受けてから
申請に対する処分を
行う。

1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6

収集運搬業務の
直接従事者すべ
ての受講を求め
ている。

2
すべて
公表
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都道府県名 質問1
質問1②
の場合

質問2
質問2③
の場合

質問3
（新
規）

質問3
（更
新）

質問3③
の場合

質問4
質問4④
の場合

質問5
質問5③
の場合

質問6
質問6③
の場合

質問7
質問7④
の場合

質問8
質問8③
の場合

質問9
質問9④
の場合

質問
10

質問10④
の場合

質問
11

質問11④
の場合

質問
12

質問12④
の場合

質問
13

質問13④
の場合

質問
14

質問14④
の場合

質問
15

質問
16

質問16③
の場合

質問
17

質問17
③の場

合

質問
18

質問
19

質問
20

質問
21

質問21③
の場合

質問22⑥
の場合

質問
23

質問23③
の場合

質問
24

質問22

三重県 1 1 1 1 1 3

新規講習会修了
証または新規講
習会修了実績の
ある者の更新講
習会修了証

3

新規講習会修了
証または新規講
習会修了実績の
ある者の更新講
習会修了証

4

直前の許可申請
時に有効な新規
講習会修了証若
しくは新規講習
会修了実績のあ
る者の更新講習
会修了証、又
は、直前の許可
申請時以降に受
講した新規講習
会修了証若しく
は新規講習会修
了実績のある者
の更新講習会修
了証（変更許可
申請時には有効
期限を問わな
い。）

1 4

速やかに新規講
習会または更新
講習会のどちら
かを修了するこ
とを指導。なお、
更新講習会の場
合は新規講習会
修了実績がある
者の修了に限
る。

4

従前の許可有効
年月日の翌日ま
で有効であれば
よい

4

受講者のマイページ画面
における講習会の合格
確認画面の写しがあれ
ば申請書を受理し、その
後、修了証の写しの提出
を受けてから申請に対す
る処分を行う。

4

講習会等の中止・延
期により講習会等の
修了証を添付できな
い場合に限り、受講予
定が決まっていなくて
も誓約書等があれば
申請を受理し、その
後、修了証の写しの提
出を受けてから申請
に対する処分を行う。

1 3
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 3 2
すべて
公表

滋賀県 1 2 1 1 3 2 3

新規、更新どち
らでも可。ただ
し、個人事業主
がその法人の代
表者になる場合
に限る。

2

②の補足：直近
の許可申請に添
付した講習会の
修了証を添付す
る場合には有効
期限切れでも
可。ただし、当該
講習会修了証に
かかる役員また
は政令で定める
使用人が引き続
き在任しているこ
とが必要。

1 2 1 1 3

③の補足：新型コロナ
ウイルスの影響に伴う
講習会の中止・延期
により暫定的に③の
対応。

1 2
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 4 2
すべて
公表

大津市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 4

①が望ましい
が、手続きとして
は次回処理業更
新時に要件を満
たす講習会修了
証の提示があれ
ば更新は可能。

1 1 1 4 該当事業者なし 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

京都府 1 1 1 1 4

新規講習会を修
了済である必要
があるが、本府
からそれを確認
する手段がない
ため、更新講習
会の修了証で可
としている。

2 2 4

有効期間は設け
ていないが、新
規または更新の
いずれかの修了
証が必要として
いる。

3
個別に判断す
る。

2 2 1 2 1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

京都市 1 1 1 1 3 2 2 2 3

基本的には認め
るが、講習会修
了者が実態とし
て申請法人にお
ける管理事務を
行っていない場
合(名義貸し)は
認めない。

2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 1
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

大阪府 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3

③の補足：講習が修
了できなかった場合は
不許可、講習会（新
規）を受講の上、新規
申請が必要の３点を
誓約してもらい、修了
証は手に入り次第提
出とする。

1 3
すべて
公表

2

②の補足：特別
管理産業廃棄物
収集運搬業の許
可要件（規則第
十条の十三第二
号イ）の技能を
有すると認める
書類の一部とし
て見る。

2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

大阪市 1 2 1 3

原則５年。ただ
し、更新期限の
到来を待たずし
て、優良認定を
伴う更新申請を
行う場合で、前
回申請時に提出
した修了証を再
度使用する際に
は、申請時点か
ら起算して過去２
年以内のものを
有効とする。

3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 6

安全管理責任者
及び運行管理責
任者と同様の立
場にある者

2
すべて
公表

堺市 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

東大阪市 1 2 1 3
５年（優良認定を
受けている場合
は７年）

3 2 3

許可を受けた個
人が、法人の役
員になっていれ
ば、更新講習会
修了でも可。

2 1 2 2 1 3 1 1
すべて
公表

2 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

高槻市 1 2 1 3
5年（優良につい
ては7年）

3 2 2 2 1 2 4

許可の有効年月
日の翌日におい
て有効であれば
よい

2 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 3
すべて
公表

豊中市 1 3

法人の代表者又は産
業廃棄物の処理に関す
る業務を行う役員若しく
は業を行おうとする区
域に所在する事業場の
代表者。

1 3
5年、優良認定事
業者は7年。

3 2 3

個人本人が講習
会の修了者で
あって、法人の
役員に入ってい
れば新規講習会
修了証または更
新講習会修了証
のどちらでも可。

2 3

実質的に複数法
人の管理指導が
可能であることを
示す根拠の提示
があれば認める
こともある。

2 1 2 2 4

速やかに修了証
の提出を求め
る。提出されない
場合、不許可処
分となる場合が
ある。

1
すべて
公表

2 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

枚方市 1 1 1 1 4
新規講習会を修
了していることが
望ましい。

2 2 2 3

実質的に産廃処
理業の管理をで
きるのか否かで
判断する

2 1 2 2 2 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 3 事例なし 6 事例なし 3
すべて
公表

八尾市 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 3 事例なし 6 事例なし 3
すべて
公表

寝屋川市 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 4

受講票等の講習会の受
講予定が確認できる書類
及び誓約書（講習が修了
できなかった場合不許可
となる旨を理解している
ことを誓約させるもの。）
を添付させる。
その後、修了証の写しの
提出を受けてから申請に
対する処分を行う。

4

受講票等の講習会の
受講予定が確認でき
る書類及び誓約書（講
習が修了できなかった
場合不許可となり、新
規講習会を修了の上
で新規申請が必要な
旨を理解していること
を誓約させるもの。）を
添付させる。
その後、修了証の写し
の提出を受けてから
申請に対する処分を
行う。

4

修了証の添付が
ないために許可
の申請に対する
処分が保留と
なった者はない。

1
すべて
公表

2 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

吹田市 1 2
②の補足：監査役は、
会社の実務をしないも
のは不可とする。

1 2 3 2

②の補足：他の
行政機関の許可
証の写しを必要
とするのは、更
新講習会修了証
の提出時のみ。

2

②の補足：更新
講習会修了証を
使用する場合
は、個人の許可
証の写しを添
付。

2 1 3 1 3 3

③の補足：講習が修
了できなかった場合は
不許可とし、不許可の
場合は新規申請とな
り、新規講習会（新規）
を受講し新規申請を
行うことを文書で市に
提出する。また、修了
証は入手次第、写しを
提出する。

1 1
すべて
公表

2

②の補足：特別
管理産業廃棄物
収集運搬業の許
可要件（規則第
10条の13号第2
号イ）の技能を
有すると認める
書類の一部とし
て見る（特別管
理産業廃棄物収
集運搬業の許可
更新時は本書類
のみでよい。）

2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

兵庫県 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

神戸市 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1

①の補足：講習会受講の
誓約書に受講申込書及
び郵便振替払込金受領
書の写しを添付すれば申
請書を受理する

4

講習会受講の誓約書
に受講申込書及び郵
便振替払込金受領書
の写しを添付すれば
申請書を受理する

1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 6
業務に直接従事
する者

2
すべて
公表

尼崎市 1 2 1 2 3 2 2 4

新規講習会修了
証または、更新
講習会修了証の
どちらでも可で、
修了証の有効期
限も問わない。

1 4

更新許可申請時
までに更新講習
会を修了するこ
とも可能である
が、新規講習会
の受講を薦め
る。

1 1 2 1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 1 2 4 2
すべて
公表

姫路市 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表
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都道府県名 質問1
質問1②
の場合

質問2
質問2③
の場合

質問3
（新
規）

質問3
（更
新）

質問3③
の場合

質問4
質問4④
の場合

質問5
質問5③
の場合

質問6
質問6③
の場合

質問7
質問7④
の場合

質問8
質問8③
の場合

質問9
質問9④
の場合

質問
10

質問10④
の場合

質問
11

質問11④
の場合

質問
12

質問12④
の場合

質問
13

質問13④
の場合

質問
14

質問14④
の場合

質問
15

質問
16

質問16③
の場合

質問
17

質問17
③の場

合

質問
18

質問
19

質問
20

質問
21

質問21③
の場合

質問22⑥
の場合

質問
23

質問23③
の場合

質問
24

質問22

西宮市 1 2 1 2 3 2 3

新規講習会修了
証または更新講
習会修了証、（該
当する場合は）
他の行政機関か
ら受けている許
可証の写し

2 1 2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 1 ①の補足：5年
すべて
公表

明石市 1 1 1 2 3 2 3

能力を有する者
が変わる場合は
新規講習会修了
証が必要。
能力を有する者
が変わらない場
合は新規講習会
修了証または更
新講習会修了証
のどちらでも可。

2 1 2 1 1 2 4

修了証の添付が
無いために処分
が保留となったこ
とがない。

1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

奈良県 1 2 1 1 3 2 3

新規または更新
講習会修了者の
どちらでも可。た
だし、更新講習
会修了者は当該
個人が法人の代
表者となる場合
に限る。

2 1 2 1 2 2 1 2
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

奈良市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 2 1 2
すべて
公表

和歌山県 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 6
安全管理責任者
が望ましい。

2
すべて
公表

和歌山市 1 2 1 3

令和４年度まで
は２年間の扱い
であったが、令
和５年度より５年
間に運用を変更
する予定。

3 2 2 2 1 3 2 1 3 3 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

鳥取県 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 4

従前の許可有効
年月日の翌日の
時点で有効であ
ればよい。

1 1 2
12非公

表
1 1 1

すべて
公表

1 1 6

収集運搬車両の
運転者及び積み
込み作業の監督
者

2
すべて
公表

鳥取市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1
すべて
公表

1 1 1
すべて
公表

1 1 2 3 2
すべて
公表

島根県 1 3

法人の代表者、役員及
び県外事業者であって
島根県内に廃棄物処
理業を行う事業場（施
設の設置を問わない）
を１箇所しか置かない
場合の当該事業場の
代表者

1 1 3 2 3

原則、新規講習
会修了証が必
要。ただし、個人
事業主が当該法
人の代表者又は
許可に係る業務
を行う役員に就
任する場合は当
該者の更新講習
会修了証でも
可。

4

直近の新規又は
更新許可申請時
に添付された修
了証の写しで判
断する扱いとし
ている。ただし、
講習会修了者が
退任等で不在と
なっている場合
や新たな処分行
為の追加を伴う
場合は除く。

1 2 2 1 4

修了証を添付できな
い事業（講習会受講
困難）が認められる場
合は申請を受理し、修
了証の写しの提出を
受けた後申請に対す
る処分を行う。

1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 2 2
すべて
公表

松江市 1 1 1 1 3 2 3

原則、新規講習
会を修了してい
ることが必要だ
が、個人事業主
が当該法人の代
表者または許可
に係る業務を行
う役員に就任す
る場合は、当該
者の更新講習会
修了証で可

4

新たな処分行為
の追加を伴わな
いものについて
は、講習会修了
者が退任等で不
在となっている
場合や、行政指
導や行政処分が
累積し知識及び
技能に疑義があ
る場合等を除
き、講習会修了
証の添付は不要
としている

3

講習会修了者
が、それぞれの
法人にとって廃
棄物処理業業務
を指揮監督する
役員であれば兼
務を認める

2 2 4

行政指導により、講習会
受講後の申請を促すが、
申請書受理を求められた
場合は不許可処分の可
能性を示したうえで受講
予定日及び受講後は速
やかに講習会修了証を
提出する旨を記載した申
立書の添付により受理
し、修了証の写しの提出
を受けてから申請に対す
る処分を行う

2 4 事例なし 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6 作業監督者 2
すべて
公表

岡山県 1 2 1 1 3 2 2 3 3 個別に相談 4 個別に相談 4

現行許可有効年
月日の翌日に有
効であればよ
い。

1 2 1 2
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

岡山市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

倉敷市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 2 2 2
すべて
公表

広島県 1 1 1 1 3 2 1 2 1 4

更新許可又は変
更許可申請時ま
でに新規又は更
新講習会のいず
れかを受講し修
了するよう指導

1 1 4

修了証がない場合は
申請を受理しない。
（現在はコロナ対応と
して③）

1 3
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

広島市 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6

申請者又は申請
者の社員であ
り、社内講習会
の講師

2
すべて
公表

呉市 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 2
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

福山市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1
11～14
非公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6
社内講習会を行
う講師

2
すべて
公表

山口県 1 2 1 1 3 2 1 4

②または現行許
可の申請時に添
付した修了証（変
更許可申請時に
修了者が役員ま
たは使用人であ
る場合）

3

申請者の能力に
係る基準に照ら
すと必ずしも違
法ではないが、
別役員の講習会
受講を指導・助
言する。

3 1 1 4
原則②だが、コロナ対
応等状況によっては
③で対応

1 3
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

下関市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2

②の補足：新型コロナ
ウイルス感染症拡大
に起因するものであ
れば、受講予定が決
まっていなくても申請
を受理し、その後、修
了証の写しの提出を
受けてから申請に対
する処分を行う。

1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

徳島県 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 1 1 4

オンライン型講習会に
変更になってからは、
修了証提出又は受講
予定が確認出来る書
類があれば、申請を
受理し、修了証の提出
がない場合でも、申請
に対する処分を行う。
（ただし、講習会受講
後、速やかに修了証
の提出を求めてい
る。）

1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

香川県 1 2 1 1 3 2 2 4
現許可に伴う講
習会の修了証を
添付

1 2 1 1 2 1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6

従業員であれば
可。修了者が社
内での研修会等
を行うよう指導し
ている。

2
すべて
公表

高松市 非公表 非公表 非公表
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都道府県名 質問1
質問1②
の場合

質問2
質問2③
の場合

質問3
（新
規）

質問3
（更
新）

質問3③
の場合

質問4
質問4④
の場合

質問5
質問5③
の場合

質問6
質問6③
の場合

質問7
質問7④
の場合

質問8
質問8③
の場合

質問9
質問9④
の場合

質問
10

質問10④
の場合

質問
11

質問11④
の場合

質問
12

質問12④
の場合

質問
13

質問13④
の場合

質問
14

質問14④
の場合

質問
15

質問
16

質問16③
の場合

質問
17

質問17
③の場

合

質問
18

質問
19

質問
20

質問
21

質問21③
の場合

質問22⑥
の場合

質問
23

質問23③
の場合

質問
24

質問22

愛媛県 1 2 1 1 3 2 2 4

新規講習会修了
証または更新講
習会修了証のど
ちらでも可（修了
証の有効期限は
問わない）

1 2 1 1 4

通常時は、修了証もし
くはwebマイページの
写し（合否が確認でき
る画面）がなければ申
請を受理しないが、現
在は新型コロナウイル
ス等の影響により、や
むを得ず講習会の受
講が困難である場合
は、受講困難である理
由を記載した申立書を
添付することにより申
請を受理し、その後、
修了証の写しの提出
を受けてから申請に
対する処分を行ってい
る。

1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

松山市 1 2

②の補足：本市は、「法
人の代表者」もしくは
「役員」、廃棄物処理法
施行令第6条の10で定
める「使用人」、又は支
配力のある「監査役」の
うち、1人以上が、講習
会修了証を持っていれ
ば良いという取り扱い
です。

1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

高知県 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

高知市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

福岡県 1 2 1 1 3 2 2

②の補足：更新
講習修了者は個
人の事業者が新
規法人の代表者
となる場合につ
いてこれを認め
る。

2 1 2 2 4

事前協議時に修了証の
添付を指導する。添付な
く申請された場合は添付
するよう補正指示する。

2 1
14非公

表
1 2 2

すべて
公表

1 1 6

①、②、③の全
ての者の受講を
指導しているが、
収集運搬業の許
可申請の際には
全ての者の修了
証の提出は求め
ておらず、修了
者からの教育を
受けてればよい
としている。

2
すべて
公表

福岡市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1

①の補足：原則、修了証
の添付をもって申請を受
理する。しかし、講習会
は合格しているが、修了
証が届いていない場合
は、講習会に合格してい
ることが分かる書類の添
付をもって申請を受理
し、修了証が届き次第、
提出する。

1

①の補足： 原則、修
了証の添付をもって申
請を受理する。しか
し、講習会は合格して
いるが、修了証が届
いていない場合は、講
習会に合格しているこ
とが分かる書類の添
付をもって申請を受理
し、修了証が届き次
第、提出する。

1

①の補足：原則、
修了証の添付を
もって申請を受
理する。しかし、
講習会は合格し
ているが、修了
証が届いていな
い場合は、講習
会に合格してい
ることが分かる
書類の添付を
もって申請を受
理し、修了証が
届き次第、提出
する。

1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

北九州市 1 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

久留米市 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 4

原則受理しないが、修
了証が間に合わない
場合はWebマイページ
の写しで認める。

3 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

佐賀県 1 3

法人の代表者・役員及
び廃棄物処理法施行
令第６条の１０で定める
使用人
（監査役を含むが、会
計限定監査役は除く。）

1 1 3 2 2 4

直前の許可申請
（新規・更新）時
に添付した修了
証の写しであれ
ば有効期限が切
れていたとしても
可としている。

1 3 1 4

通常であれば①である
が、新型コロナウィルス
の状況を鑑み、③でも対
応している。

4

通常であれば①であ
るが、新型コロナウィ
ルスの状況を鑑み、
③でも対応している。

1 2
すべて
公表

2 2 2
すべて
公表

1 1 3 2
すべて
公表

長崎県 1 1 1 1 3 2 2 4

直近の許可申請
時に添付された
修了証の写しで
あれば有効期限
が切れていたと
しても可としてい
る。

1 2 1 3 3 1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

長崎市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2
すべて
公表

佐世保市 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 3 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

熊本県 1 2 1 1 3 2 2 2 2 4
処分業は②、収
運は③

1 1 3 1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 4 2
すべて
公表

熊本市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

大分県 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 3 1 2
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 6

業務に関する従
業員であれば、
従業員の役職に
ついての指導は
行っていない。

2
すべて
公表

大分市 1 2 1 1 3 3

新規講習会修了
証の場合は修了
証のみ必要。更
新講習会修了証
の場合は修了証
及び他の行政機
関の許可証の写
しが必要

2 4

直前の許可申請
時に添付した修
了証の写しでよ
い。ただし、当該
修了者が退職等
により既に在籍
していない場合
は有効な修了証
の写しが必要。

1 3 1 1 4

更新許可申請につい
ては修了証が届き次
第速やかに写しを行
政に提出する。万が
一修了証を取得でき
なかった場合は行政
の指導に従う胸の誓
約書と②又は③のい
ずれかの写しを提出
すれば受付可能。な
お、②は合否結果が
合格となっているもの
であれば認める。

1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

宮崎県 1 3 従業員（正社員）も可 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 4

原則として修了証の添
付を必要とするが、新
型コロナウイルスの感
染拡大を受け、講習
会の受講が困難であ
る等の事情がある場
合には、修了証以外
の書類が揃っていれ
ば更新許可申請書を
受理する（その後、許
可期間が経過した場
合には、みなし許可で
対応）。

1 1
すべて
公表

2 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 1 ①の補足：5年
すべて
公表

宮崎市 1 2 1 1 3 2 2 4

直前の許可申請
（新規・更新）の
際に添付した修
了証の写しでも
可としている。た
だし、当該修了
証に記載される
者が不在の場合
は、新たな者の
新規又は更新の
修了証が必要。

3

法律上の規制が
ないことから、同
一の講習会修了
者が複数の法人
で兼務している
かどうかの確認
を行っていない
ため、事実上は
認めているに等
しいが、行政とし
ては各法人ごと
に異なる講習会
修了者がいるこ
とが望ましいと考
える。

2 1 3 3 1 1
すべて
公表

2 1 2
すべて
公表

1 1 5 2
すべて
公表

鹿児島県 1 2 1 1 3 2 3

個人の事業者と
法人の代表者が
同一人物である
場合は，個人の
事業者としての
許可証の写しと
更新講習会修了
証で認めてい
る。

2 1 2 1 1 4

申請は受理し，後日，
修了証の提出を受け
てから申請に対する
処分を行う。（新型コロ
ナウイルスによる講習
会の中止によって講
習会の受講ができな
い申請者に対して行っ
た対応を現在も継続
中）

1 4
11件以上　（約
15　件）

すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 2 5 2
すべて
公表

鹿児島市 1 2 1 1 3 2 2 4

変更前の許可に
係る許可申請に
おいて有効で
あった修了証が
必要

1 2 1 1 2 1 2
すべて
公表

1 1 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

沖縄県 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1

①の補足：新型コロナウ
イルス感染防止措置とし
て、令和４年度は③の取
扱いとした

2

②の補足：新型コロナ
ウイルス感染防止措
置として、令和４年度
は③の取扱いとした

1 3
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表

那覇市 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
すべて
公表

1 2 2
すべて
公表

1 1 1 2 2
すべて
公表
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